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点    鐘  会長  矢部 愼一 

唱  和 四つのテスト 

ソング   奉仕の理想 

会長挨拶  会長  矢部 愼一 

幹事報告  幹事  星野 実  

＜プログラム＞ 

①誕生祝  

長谷川正行会員、小倉光夫会員 

四之宮由己会員 

②卓話 古山 豊 先生 

「九十九里浜の網主画家 斎藤巻石」 

 

 

 

石田 英世 会員 

大多喜RC Xmasチャリティーコンペに

参加し、優勝しました。 

大越 将司 会員 

11月23日子ども食堂無事開催しました。 

悪天候にもかかわらず、お越し頂きまし

た会員の皆様始め、ご支援頂きました会

員の皆様に御礼申し上げます。 

 

 

 

 
 
 

 

 

今日は大勢の方にご出席いただきましてありがとうございま

す。新しく大網ロータリークラブに仲間が増えましたので冒頭よ

りご紹介させて頂きます。 

 

有限会社 泉建材 代表取締役 泉恵子さんです。 

女性会員が入会してくれたという事で私もとても喜んでおりま

す。これから一緒にロータリー活動をやっていきましょう。 

 

 

 

大網白里市北今泉の泉恵子と申します。 

会社は建材業をやっております。普段は大型トラックや 

ユンボに乗って仕事をバリバリやっております。 

パワーだけはあります。皆さん宜しくお願いします。 

 

 

 

 

                         矢部 愼一 会長 
 

 

先日23日（土）は、かきつばたでの子ども食堂お疲れ様でした。 

24日（日）～25日（月）親睦旅行、皆様楽しんでいただけたと思います。 

今日の私の話題は、4.、5日前だと思いますが、朝日新聞の2面を使ってフジテレビ開局60周

年、アニメサザエさん放映50周年の記事が掲載されていました。国民的に有名なサザエさんを

知らない方はいないと思います。今から60年前作者の故・長谷川町子さんが福岡で執筆したお

話などさせて頂きます。 

サザエさんの家族を復習してみたいと思います。 

お父さん→磯野波平さん、お母さん→磯野フネさん、この2人の子供、主人公 長女→サザエさ

ん、弟→カツオ君、妹→ワカメちゃん、そしてサザエさんとフグ田マスオさんが結婚して、タ

ラちゃんというお子さんがいます。お孫さんがいるので、波平さん フネさんは、おじいちゃん、

おばあちゃんです。さて、波平さんはよくカバンを持って画面に出てくるので、サラリーマン

である事は間違いないのですが、実はこの家族は、長谷川町子さんの実際の設定年齢があるそ

うです。波平さんは54才、割烹着を着ているフネさんは48才。60年以上前の実話を描いた漫

画は、画面で見る限りとても老けて見えます。60年経った現在を見てみて下さい。54才まだ少

年です。48才少女です。このメンバーの中には私より先輩方が大勢いらっしゃると思いますが、

今の時代では皆さんもまだ若く少年、中年です。皆さん頑張って下さい。 

例会日 11月27日 11月13日 

会員数 29 29 

出 席 20 21 

欠 席 9 8 

ＭＵ 0 0 

免 除 0 1 

出席率 68.96 75.86 
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大多喜ロータリークラブより 

 

当クラブでは長年にわたり、虐待児童
保護施設「小山ホーム」の子供たちへの
支援を続けさせていただいております。 
 支援内容は、野球チームユニフォーム
の寄贈や、クラブ行事への招待など年度
により様々に行ってまいりましたが、子
供たちが笑顔で過ごせる日々を提供す
るため、少しでも役に立てればとの思い
から支援させていただいております。 
 昨年に引き続き、本年も「子供たちと
過ごすクリスマスパーティー」として実
施いたします。 
現在当クラブが少人数ということもあ
り、本年は近隣ロータリークラブ会員の
皆様始め、地域有志の皆様方のご出席を
賜り、賑々しく開催したく存じます。 
 年末のご多忙のところ誠に恐縮では
ございますが、趣旨ご賛同をいただきご
出席いただきたくご案内を申し上げま
す。 
日時：令和1年12月14日（土） 
会場：東急大多喜城ゴルフクラブレスト
ラン 
大多喜町葛上原1090 TEL0470-82-3311 
会費：大人1名 １０，０００円 
ブッフェ形式、飲み放題、参加児童への
プレゼント費用負担含む 
当日は子供たちによるハンドベルの演
奏もございます。 
 

 

 

法師温泉  写真提供：斉藤幸男会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          川名 辰司 様 

 供 託 あ れ こ れ 
 

皆さんこんにちは。 

前回は、１点目は「法務省・法務局と市町村の戸籍事務処理との関

係について」2 点目は、「無戸籍者（戸籍がない子）が増えている、

300日問題について」3点目は「戸籍と戸籍の附表」そして住民票と

の違い、キラキラネームについて3点ほどお話をさせて頂きました。 

今日は、「供託あれこれ」という事で、これからお話をしますが、

供託は皆さんどの程度ご存知でしょうか？  

当然聞いた事はあるかと思います。供託は法務局で担当しています。

全国に50の法務局、地方法務局があります。千葉の場合は千葉地方

法務局、東京は東京法務局管区と言っていますが、そこに 50 の全国に供託課があります。現役の時は 50

人中の1人である千葉地方法務局供託課長という事で、供託に携わって来ました。そういった関係から今日

少しでも皆様に供託を知って頂きたいという事で大塚さんからの依頼が有り受けさせて頂きました。 

 

供託を平たく言うと、国が行う財産の預かり制度、預かると聞くと、金融機関、銀行などに似てるな？と

思いになる方もいると思いますが、まったく異なります。国が行う財産の預かり制度と覚えていただければ

と思います。供託は大原則があります。これを知らないと話しになりません。 

大原則は、法令、つまり根拠法令、法律で供託しなければならない、あるいは供託する事が出来る。この2

つです。法律や法令等々で規定がなければする事が出来ません。つまり争いがあれば直ぐ供託するという事

ではありません。そこで供託は大別して5つの種類があります。 

 

1つ目 弁済供託 2つ目 執行供託 3つ目 担保保証供託 4つ目 没取供託 5つ目 保管供託があり

ます。この5つをこれから説明致します。 

 

1つ目 弁済供託 例えばアパート、借家、大家に毎月末日お金を支払いに行かなければいけないという話

があるとします。賃貸者契約で毎月10万円支払うという定めがあったとしますと、この決められたお金を

毎月払っていたが、急に債権者である大家が拒否した。物価が上がったので 10 万円と契約したものの 12

万円にして欲しいと大家に言われた。債務者（借りている側）が支払いに行ったが拒絶されたという時に供

託制度があります。国が行う財産の預かり制度、この家主は受け取らないという事で供託をする。供託をす

れば債務を免れる。なぜ債務を免れるかと言うと、相手が受領しないからと言って払わすにいた場合供託制

度がなければ遅延損害金が発生します。そういうトラブルを防ぐ為に国が関与して供託制度を作り供託をす

る事によって支払うべき債務が無くなる。これが大きな弁済供託の流れです。 

＜弁済供託3つの要件＞ 

1.受領拒絶（相手方が拒んだ） 2.受領不能（相手が行方不明で分からない） 3.不確知（払う相手が分か

らない（大家が亡くなった場合など）） 

 

2つ目 執行供託 例えば会社で従業員に毎月給料を払っている。その時にその従業員が住宅ローン等を抱

えていたがローンの返済が滞ってる状況の場合、この従業員に対し住宅ローン会社は差し押さえをします。

その差し押さえを裁判所から会社に差し押さえ命令が来ますので、会社側はその従業員に対する給料の 4

分の1、つまり4分の3は生活圏ですから差し押さえは出来ません。4分の1についてその金額をローン会

社に支払うか、或いは供託するかどちらかを選択出来ます。供託する事が出来るという事で強制ではありま

せん。 

しかし、差し押さえが住宅ローン会社だけではなく、他のところから差し押さえが複数きた場合には誰に払

っていいのかが確定していないので供託しなければならない。ここの違いが出てきます。 

 

3つ目 担保保証供託 例えば、宅建料（宅地、建物、取引業）或いは割賦販売業、旅行業の営業をしよう

とする時に必ず営業保証金を供託します。 

それによってトラブルを回避するという事です。つまり取引が多大になるもので損害が債権者にこうむる恐

れがあるという事で一定の宅建業、旅行業の業務を開始しようとする際は、事前に法務局に一定のお金を供

託しなければいけないという営業保証供託です。これが担保保証供託です。 

 

4 つ目 没取供託 選挙供託とも言えるんですが、先日大網白里市 市議会議員選挙、18 名定員の中で 25

名が立候補しました。25 名は立候補するためには必ず供託をしなければいけません。これは衆議院議員選

挙、参議院議員選挙、都議会選挙、色々供託金が違いますが、今一例でお話している市町村議会議員の議会

選挙は 30万円で、25名は 30万円を払って立候補したという事です。そして没取供託の字の如く一定数の

票を取らないと国に没収されます。多分立候補した25名の中で没収された人がいるかどうかは分かりませ

んが、その一定数、得票数、有効投票総数、つまり今回記憶だと投票率 53％位、大網市民は 5 万人弱それ

に 0.53を×（かける）のが有効投票総数です。それに定員 18名なので÷（割る）18名÷10で 150～160

票取らないと国に没収されます。 

 

5つ目 保管供託 例えば金融機関、銀行等の経営状態が悪化した時に金融庁、行政監督機関から供託しな

さいと命令が下されます。事前に経営が不振だと思ったところを行政監督機関は監視しています。破産など

した場合には国民に膨大な影響を及ぼしますので、破産などした場合は、破産管財人が選任され、配当を考

えて債権者に配布するという事です。 

幹 事 報 告 

11/24（日）～25日（月）親睦旅行 

卓   話 


